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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マスク着用者の少なくとも鼻孔と口許とを覆う通気性のマスク本体部と、前記マスク本
体部の両側部それぞれに接合された一対の耳掛け部とを備え、前記マスク本体部が前記着
用者の顔面と向かい合う内面側とその反対面である外面側とを有するとともに、前記着用
者の上下方向と左右方向とに対応する縦方向と横方向とを有する使い捨てのマスクであっ
て、
　前記マスク本体部は１枚または重なり合う複数枚の不織布によって形成され、前記横方
向へ並行して延びる少なくとも二条の折り目の一つずつを前記内面側と前記外面側とに作
ることによって折り畳まれて前記不織布の重畳部と非重畳部とが形成されており、
　前記一対の耳掛け部は前記内面側に位置する１枚または重なり合う複数枚の前記不織布
によって形成されていて、それぞれの前記耳掛け部が前記両側部それぞれから前記マスク
本体部の前記横方向の中央部にまで延びて耳通し用の孔部を画定するとともに、前記中央
部においては互いに分離可能に連結された状態にあり、
　それぞれの前記耳掛け部はまた、前記マスク本体部の前記重畳部と重なり合う部分と前
記非重畳部と重なり合う部分とを有しており、
　前記マスク本体部は、前記耳掛け部を形成している前記不織布の色とは異なる色に着色
された前記不織布を少なくとも１枚含むことによって、前記マスク本体部を前記内面側か
ら見ると、前記重畳部と前記非重畳部との間に前記異なる色についての濃淡の差が生じて
いることを特徴とするマスク。
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【請求項２】
　前記マスク本体部には、前記異なる色として赤みの色相を有する有彩色が使用され、前
記耳掛け部を形成している前記不織布の色が白色である請求項１記載のマスク。
【請求項３】
　前記マスク本体部には、前記横方向へ延びるノーズフィット部材が含まれていて、前記
ノーズフィット部材の色が前記異なる色とは識別可能な色である請求項１または２記載の
マスク。
【請求項４】
　前記マスク本体部は、前記内面側に位置する最内側不織布と、前記外面側に位置する最
外側不織布とを含み、前記最内側不織布と前記最外側不織布とのうちの少なくとも一方が
前記異なる色に着色されており、前記最内側不織布が前記縦方向において前記最外側不織
布の外側に延出する部分を有し、前記延出する部分は前記最外側不織布が形成する前記外
面側に向けて折り返されて前記外面側に接合している請求項１－３のいずれかに記載のマ
スク。
【請求項５】
　前記マスク本体部は、前記内面側に位置する前記最内側不織布と、前記外面側に位置す
る前記最外側不織布と、これら前記両不織布の間に介在する中間不織布とを含み、前記最
内側不織布と前記最外側不織布と前記中間不織布とのうちの少なくとも１枚が前記異なる
色に着色されており、前記最内側不織布と前記中間不織布とが前記縦方向において前記最
外側不織布の外側に延出する部分を有し、前記延出する部分は前記最外側不織布が形成す
る前記外面側に向けて折り返されて前記外面側に接合している請求項１－３のいずれかに
記載のマスク。
【請求項６】
　前記マスク本体部は、前記縦方向の寸法を二等分する中心線を有し、前記中心線よりも
上方の部分と下方の部分とに前記重畳部を有し、前記重畳部どうしの間には前記非重畳部
を有し、前記マスク本体部の前記内面側は、前記非重畳部において前記耳掛け部から離間
している請求項１－５のいずれかに記載のマスク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、防じん用や花粉症予防用のマスクとして使用するのに好適な使い捨てのマ
スクに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、着用者の口許と鼻孔とを覆う通気性のマスク本体部と、一対の耳掛け部とを備え
た防じん用や花粉症予防用のマスクであって、洗滌によって再利用することを予定してい
ない使い捨てのマスクは公知であり、周知でもある。例えば、特許文献１には、耳掛け部
がゴム紐である場合、マスク本体部と着用者の顔面との間に隙間が発生し易いという問題
を解消するために、不織布製のマスク本体部の両側部に帯状の不織布からなる耳掛け部を
接合した使い捨てのマスクが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１６７４１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　帯状の不織布で形成された耳掛け部を有するマスクは、それを折り畳んだり、複数枚を
重ね合せて包装したりするときに、耳掛け部どうしを重ね合せたり、耳掛け部をマスク本
体部に重ね合せたりすることがある。ところが、そのようにすると、耳掛け部どうしが密
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着したり、耳掛け部とマスク本体部とが密着して、耳掛け部を一つずつ識別することが難
しくなったり、耳掛け部とマスク本体部とを識別することが難しくなったりすることがあ
る。また、それと同時に、耳掛け部を一つずつ指先で摘持するのに手間がかかるようにな
ったりすることがある。
【０００５】
　本発明の課題は、速やかに着用することができるように耳掛け部とマスク本体部との識
別を容易にした使い捨てマスクを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明が対象とするのは、マスク着用者の少なくとも鼻孔と口許とを覆う通気性のマス
ク本体部と、前記マスク本体部の両側部それぞれに接合された一対の耳掛け部とを備え、
前記マスク本体部が前記着用者の顔面と向かい合う内面側とその反対面である外面側とを
有するとともに、前記着用者の上下方向と左右方向とに対応する縦方向と横方向とを有す
る使い捨てのマスクである。
【０００７】
　本発明が特徴とするところは、以下のとおりである。前記マスク本体部は１枚または重
なり合う複数枚の不織布によって形成され、前記横方向へ並行して延びる少なくとも二条
の折り目の一つずつを前記内面側と前記外面側とに作ることによって折り畳まれて前記不
織布の重畳部と非重畳部とが形成されており、前記一対の耳掛け部は前記内面側に位置す
る１枚または重なり合う複数枚の前記不織布によって形成されていて、それぞれの前記耳
掛け部が前記両側部それぞれから前記マスク本体部の前記横方向の中央部にまで延びて耳
通し用の孔部を画定するとともに、前記中央部においては互いに分離可能に連結された状
態にあり、それぞれの前記耳掛け部はまた、前記マスク本体部の前記重畳部と重なり合う
部分と前記非重畳部と重なり合う部分とを有しており、前記マスク本体部は、前記耳掛け
部を形成している前記不織布の色とは異なる色に着色された前記不織布を少なくとも１枚
含むことによって、前記マスク本体部を前記内面側から見ると、前記重畳部と前記非重畳
部との間に前記異なる色についての濃淡の差が生じている。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る使い捨てのマスクでは、マスク本体部を形成する不織布が耳掛け部を形成
する不織布の色とは異なる色に着色されていることに加えて、マスク本体部の内面側では
、マスク本体部を形成する不織布の重畳部と非重畳部との間において、その異なる色につ
いての濃淡の差が生じている。それゆえ、着用する前のマスクでは、マスク本体部の内面
側において、マスク本体部と耳掛け部との色の違いが明瞭になって、これら両部の識別が
容易になる。
【０００９】
　本発明において、「着色」というときには、有彩色の顔料または染料によって不織布を
形成している熱可塑性の合成繊維を着色することを意味している。また、「異なる色」と
は、目視によって識別可能な関係にある色どうしを意味し、そのような色は、マンセル色
相環やマンセル色標を用いて任意に選ぶことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　図面は、本開示に係る本発明の特定の実施の形態を示し、発明の不可欠な構成ばかりで
なく、選択的及び好ましい実施の形態を含む。
【図１】本発明に係るマスクの外面側を示す平面図。
【図２】本発明に係るマスクの内面側を示す平面図。
【図３】図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図。
【図４】実施態様の一例を示す図３と同様な図。
【図５】図３における部分Ｖの拡大図。
【図６】実施態様の一例を示す図５と同様な図。
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【発明を実施するための形態】
【００１１】
　添付の図面を参照して本発明に係る使い捨てのマスクの詳細を説明すると、以下のとお
りである。
【００１２】
　図１，２に示された本発明に係るマスク１０は、使い捨てのものであって、通気性のマ
スク本体部２０によって着用者（図示せず）の少なくとも口許と鼻孔とを覆うことができ
るように作られていて、病原体を含む飛沫や花粉、粉塵等から着用者を保護するために着
用される。かかるマスク１０のマスク本体部２０は、着用者の顔面と対向する内面側２０
ａ（図２参照）と、その反対側である外面側２０ｂとを有し、内面側２０ａは肌対向面側
と呼ばれ、外面側２０ｂは非肌対向面側と呼ばれることがある。マスク着用者にとっての
左右方向と上下方向とは、マスク１０にとっての横方向Ｘと縦方向Ｙである。
【００１３】
　マスク１０は、マスク本体部２０と、一対の耳掛け部３０（図２参照）とを備えるもの
である。そのマスク本体部２０は、横方向Ｘに長い矩形のもので、１枚または重なり合う
複数枚の不織布によって形成されていて、横方向Ｘに延びる両端縁部２２と、縦方向Ｙに
延びる両側部２１とを有する。マスク本体部２０はまた、重なり合う不織布（図５参照）
どうしを接合して一体化するためのスポット状の溶着部４０が両端縁部２２のそれぞれと
、両側部２１のそれぞれとに並行するように並んでいる。マスク本体部２０にはさらにま
た、縦方向Ｙの寸法を二等分する中心線Ｃ－Ｃの上方と下方とに各二条の折り目である襞
２３ｂを有する。
【００１４】
　図２において、マスク本体部２０の内面側２０ａには、一対の耳掛け部３０が取り付け
られている。耳掛け部３０は、１枚または重なり合う複数枚の不織布で形成されていて、
マスク本体部２０の両側部２１に対して溶着部４０において接合されている基端部３２と
、マスク本体部２０の横方向Ｘの中央部に向かって、より詳しくは横方向Ｘの寸法を二等
分する中心線Ｄ－Ｄに向かって湾曲しながら延びるとともに、基端部３２と協働して耳通
し用の孔部３１を画定している帯状部３３とを有する。一対の耳掛け部３０の帯状部３３
どうしは、中心線Ｄ－Ｄ上またはその近傍において連結された状態にあるが、中心線Ｄ－
Ｄに平行するスリット３６と連結部３７とを有しているので、その連結部３７において耳
掛け部３０どうしを切り離すことによって、個々に独立した耳掛け部３０を得ることがで
きる。
【００１５】
　図示例の如く連結された状態にある一対の耳掛け部３０は、マスク本体部２０の両側部
２１に届くように横方向Ｘへ延びる１枚または重なり合う複数枚の不織布に打ち抜き加工
を施して耳通し用の孔部３１や基端部３２、帯状部３３、スリット３６、連結部３７等を
同時に形成すると、一対の耳掛け部３０を同時に作ることができるというマスク生産上の
利点がある。また、生産されたマスク１０では、マスク本体部２０と一対の耳掛け部３０
とが互いにほぼ平坦な状態で重なり合うので、マスク１０の包装体がコンパクトなものに
なるという利点もある。なお、連結部３７を切り裂くには、一対の帯状部３３のそれぞれ
を片手で持って、横方向Ｘへ引張ればよい。
【００１６】
　図２においてはまた、マスク本体部２０の内面側２０ａに、複数条の襞２３ａと多数の
溶着部４０とが見えている。溶着部４０の一部分のものは、マスク本体部２０における両
側部２１と耳掛け部３０における基端部３２とを溶着するために使用されている。
【００１７】
　図３は、図１，２において中心線Ｄ－Ｄに重なるＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿った矢視図であ
る。１枚または重なり合う複数枚の不織布で形成されているマスク本体部２０には、図１
に示されている襞２３ｂと、図２に示されている襞２３ａとが見えている。ちなみに、マ
スク本体部２０を外面側２０ｂの側からみたときに、襞２３ａは谷折り部と呼ばれ、襞２
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３ｂは山折り部と呼ばれることがある。襞２３ａと襞２３ｂとが少なくとも一条ずつ形成
されたマスク本体部２０は折り畳まれた状態にあり、そのマスク本体部２０では、不織布
どうしが重なり合った状態にある重畳部５０と、不織布どうしが重なり合うことのない非
重畳部５１とが形成されている。折り畳まれたマスク本体部２０は、ほぼ平坦で薄い状態
になり得るものであるが、図では重畳部５０と非重畳部５１とを明示することができるよ
うに、図の横方向へやや膨らんだ状態で示されている。図３における耳掛け部３０では、
帯状部３３と、スリット３６と、連結部３７とが見えている。帯状部３３の一部分は内面
側２０ａに接触している。
【００１８】
　このように形成されている図３のマスク１０のマスク本体部２０では、耳掛け部３０を
形成している不織布の色とは異なる色に着色された不織布が少なくとも１枚使用されてい
る。そのマスク１０を図３の右方から見ると、マスク本体部２０では、外面側２０ｂから
の透過光（図示せず）によって、非重畳部５１に比べて、重畳部５０の色が濃くなって見
える。すなわち、内面側２０ａでは、重畳部５０と非重畳部５１との間において、着色さ
れた不織布の色の濃淡の差が生じている。その濃淡の差の一例は、図２における内面側２
０ａに施した多数のドット５５の分布密度の違いとして示されている。一方、この不織布
の色とは異なる色、例えば不織布としての地の色を有する耳掛け部３０の帯状部３３は、
重畳部５０と非重畳部５１とのそれぞれに接触状態または非接触状態で順次重なるように
延びている。このような状態にあるときの耳掛け部３０とマスク本体部２０の内面側２０
ａとの色のコントラストは、マスク本体部２０の縦方向Ｙにおいて順次変化し、その変化
によって耳掛け部３０はマスク本体部２０との識別が容易になる。
【００１９】
　なお、マスク本体部２０が重なり合う複数枚の不織布で形成されている場合、着色され
た不織布はマスク本体部２０の厚さ方向のどの位置でも使用することができる（図５参照
）。すなわち、その不織布は内面側２０ａを形成するものでもよく、外面側２０ｂを形成
するものでもよく、また内面側２０ａと外面側２０ｂとの中間に位置するものでもよい。
【００２０】
　図３ではまた、襞２３ａ，２３ｂにおいて折り畳まれているマスク本体部２０と耳掛け
部３０との間に間隙５３，５４が形成されている。耳通し用の孔部３１からその間隙５３
，５４に指先を挿入することによって、耳掛け部３０では、帯状部３３をその厚さ方向に
おいて容易に摘持することができる。マスク本体部２０の不織布と耳掛け部３０の不織布
とが密着していると、耳掛け部３０の帯状部３３は摘持し難いことがあるが、間隙５３，
５４においては不織布どうしのそのような密着がない。
【００２１】
　耳掛け部３０とマスク本体部２０とを容易に識別できたり、それと同時に耳掛け部３０
を容易に摘持できたりするマスク１０は、着用者が視界の黄変化を生じた高齢者である場
合に特に有用である。その場合、マスク本体部２０に黄色系統以外の有彩色を使用する一
方、耳掛け部３０は着色することなく、不織布の地の色である白色にしておくことが好ま
しい。ただし、本発明は、耳掛け部３０にも有彩色を使用する態様で実施することができ
る。色彩心理学上の知見によれば、マスク本体部２０と耳掛け部３０とに、互いに識別可
能な程度の色相にある赤色系統の有彩色を使用すると、着用者の顔色を明るく見せる効果
を期待することができる。マスク本体部２０に赤色系統の色を使用する場合にはまた、マ
スク本体部２０の口紅による汚れも目立たなくなる。
【００２２】
　マスク１０において、マスク本体部２０を形成するための不織布には、１－７ｄｔｅｘ
の熱可塑性合成繊維で形成され、１０－５０ｇ／ｍ２の単位面積当たりの質量を有するス
パンボンド不織布やメルトブローン不織布、スパンボンド－メルトブローン－スパンボン
ド不織布等を使用することができる。また、耳掛け部３０には、１－７ｄｔｅｘの熱可塑
性合成繊維で形成され、２０－８０ｇ／ｍ２の単位面積当たりの質量を有するスパンボン
ド不織布やメルトブローン不織布、スパンボンド－メルトブローン－スパンボンド不織布
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等を使用することができる。耳掛け部３０にはまた、弾性的に伸長、収縮する不織布を使
用することができる。なお、図３において、仮想線で示されたマスク本体部２０は、マス
ク１０を着用するときに、襞２３ａ，２３ｂが消失するように、マスク本体部２０をマス
ク１０の前方に向かって伸展させたときの状態を示している。マスク本体部２０を実線の
状態から仮想線の状態に変化させることによって、マスク本体部２０における実質的に有
効な通気面積を広げることができる。
【００２３】
　マスク１０は、端縁部２２に、ノーズフィット部材２７（図１参照）を取り付けること
ができる。この部材２７は、指先で容易に塑性変形させることができる金属の細片で作ら
れる。マスク着用者は、２本の指で部材２７を変形させ、マスク本体部２０の上方の端縁
部２２を鼻筋とその両側部分とにフィットさせることができる。部材２７は、その色をマ
スク本体部２０における不織布の色と容易に識別できるものにしておけば、着用者が視力
の弱い高齢者等であっても部材２７の位置を容易に認識して部材２７を活用することがで
きる。なお、この発明においてマスク１０に重畳部５０と非重畳部５１とを形成するには
、少なくとも二条の互いに並行する襞２３ａ，２３ｂを作るようにマスク本体部２０を折
り畳めばよい（図３参照）。二条のうちの一条は内面側２０ａに作り、もう一条は外面側
２０ｂに作る。
【００２４】
　図４は、この発明の実施態様の一例を示す図３と同様な図である。ただし、図４のマス
ク１０では、マスク本体部２０における内面側２０ａと外面側２０ｂとのそれぞれに各二
条の襞２３ａと襞２３ｂとが形成されることによって、マスク本体部２０には重畳部５０
と非重畳部５１とが形成されている。マスク本体部２０と耳掛け部３０との間には、図３
における間隙５４の形状に類似の間隙５４が形成されている。このようなマスク１０にお
いても、マスク本体部２０には、重畳部５０と非重畳部５１との間に色の濃淡の差を生じ
る。
【００２５】
　図５は、図３における部分Ｖの拡大図であって、マスク本体部２０が重なり合う３枚の
不織布で形成されている場合を例示している。図において、マスク本体部２０は、最内側
不織布２４と、最外側不織布２６と，これら両不織布２４，２６の間に介在する中間不織
布２５とによって形成されている。これら不織布２４－２６のうち少なくとも１枚は、耳
掛け部３０における不織布とは異なる色に着色されていて、それ以外の不織布は地の色を
有している。不織布２４－２６は、溶着部４０において接合されていればよいものである
が、ホットメルト接着剤によって追加的に接合されていてもよく、また、溶着部４０に代
えてホットメルト接着剤だけで接合されていてもよいものである。なお、マスク本体部２
０は、最内側不織布２４と最外側不織布２６との２枚の不織布で形成されていてもよい。
その場合には、不織布２４と不織布２６とのうちの少なくとも１枚が耳掛け部３０の帯状
部３３における不織布の色とは異なる色に着色される。
【００２６】
　図６は、実施態様の一例を示す図５と同様な図である。図示例のマスク本体部２０もま
た、最内側不織布２４と、最外側不織布２６と、中間不織布２５とを有し、少なくとも１
枚の不織布が有彩色に着色されている。ただし、最内側不織布２４と中間不織布２５とは
、仮想線で示すように縦方向Ｙにおいて最外側不織布２６を越えて延びる部分２４ａ，２
５ａを有する。その部分２４ａ，２５ａは、最外側不織布２６の外面に折り重ねられ、溶
着および／または接着によって接合されている。図示例において、耳掛け部３０は地の色
の白色である。
【００２７】
　マスク本体部２０が図６のものであると、マスク本体部２０を形成している不織布２４
－２６のいずれかの端縁部が着用者の肌に触れてその肌を刺激するという問題を生じるこ
とがない。また、部分２４ａ，２５ａと最外側不織布２６とが重なる部分は、マスク本体
部２０におけるその他の部分よりも色が濃くなるとか、その他の部分とは異なる色を有す
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ることによって、マスク本体部２０の内面側２０ａおよび／または外面側２０ｂがカラフ
ルなものになる。
【００２８】
　マスク１０において、図示例の溶着部４０における接合は、ホットメルト接着剤による
接合や超音波接合に代えることができる。また、接合部の形状は、ドット状であるものに
限らず、線状のものであってもよい。
【００２９】
　以上に記載した本発明に関する開示は、下記の事項に整理することができる。
【００３０】
　マスク着用者の少なくとも鼻孔と口許とを覆う通気性のマスク本体部と、前記マスク本
体部の両側部それぞれに接合された一対の耳掛け部とを備え、前記マスク本体部が前記着
用者の顔面と向かい合う内面側とその反対面である外面側とを有するとともに、前記着用
者の上下方向と左右方向とに対応する縦方向と横方向とを有する使い捨てのマスクであっ
て、
　前記マスク本体部は１枚または重なり合う複数枚の不織布によって形成され、前記横方
向へ並行して延びる少なくとも二条の折り目の一つずつを前記内面側と前記外面側とに作
ることによって折り畳まれて前記不織布の重畳部と非重畳部とが形成されており、
　前記一対の耳掛け部は前記内面側に位置する１枚または重なり合う複数枚の前記不織布
によって形成されていて、それぞれの前記耳掛け部が前記両側部それぞれから前記マスク
本体部の前記横方向の中央部にまで延びて耳通し用の孔部を画定するとともに、前記中央
部においては互いに分離可能に連結された状態にあり、
　それぞれの前記耳掛け部はまた、前記マスク本体部の前記重畳部と重なり合う部分と前
記非重畳部と重なり合う部分とを有しており、
　前記マスク本体部は、前記耳掛け部を形成している前記不織布の色とは異なる色に着色
された前記不織布を少なくとも１枚含むことによって、前記マスク本体部を前記内面側か
ら見ると、前記重畳部と前記非重畳部との間に前記異なる色についての濃淡の差が生じて
いることを特徴とする。
【００３１】
　本発明はまた、少なくとも下記の実施の形態を含む。
（１）前記マスク本体部には、前記異なる色として赤みの色相を有する有彩色が使用され
、前記耳掛け部を形成している前記不織布の色が白色である。
（２）前記マスク本体部には、前記横方向へ延びるノーズフィット部材が含まれていて、
前記ノーズフィット部材の色が前記異なる色とは識別可能な色である。
（３）前記マスク本体部は、前記内面側に位置する最内側不織布と、前記外面側に位置す
る最外側不織布とを含み、前記最内側不織布と前記最外側不織布とのうちの少なくとも一
方が前記異なる色に着色されており、前記最内側不織布が前記縦方向において前記最外側
不織布の外側に延出する部分を有し、前記延出する部分は前記最外側不織布が形成する前
記外面側に向けて折り返されて前記外面側に接合している。
（４）前記マスク本体部は、前記内面側に位置する前記最内側不織布と、前記外面側に位
置する前記最外側不織布と、これら前記両不織布の間に介在する中間不織布とを含み、前
記最内側不織布と前記最外側不織布と前記中間不織布とのうちの少なくとも１枚が前記異
なる色に着色されており、前記最内側不織布と前記中間不織布とが前記縦方向において前
記最外側不織布の外側に延出する部分を有し、前記延出する部分は前記最外側不織布が形
成する前記外面側に向けて折り返されて前記外面側に接合している。
（５）前記マスク本体部は、前記縦方向の寸法を二等分する中心線を有し、前記中心線よ
りも上方の部分と下方の部分とに前記重畳部を有し、前記重畳部どうしの間には前記非重
畳部を有し、前記マスク本体部の前記内面側は、前記非重畳部において前記耳掛け部から
離間している。
【符号の説明】
【００３２】
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　１０　　マスク
　２０　　マスク本体部
　２１　　側部
　２２　　端縁部
　２３ａ，２３ｂ　　折り目（襞）
　２４　　最内側不織布
　２５　　中間不織布
　２６　　最外側不織布
　２７　　ノーズフィット部材
　３０　　耳掛け部
　３１　　耳通し用の孔部
　３２　　基端部
　３３　　帯状部
　４０　　溶着部
　５０　　重畳部
　５１　　非重畳部
　Ｃ－Ｃ　　中心線
 

【図１】 【図２】
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